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１ 保険料率の試算状況について 

⑴ 第８期（令和４・５年度）保険料率の試算について 

  後期高齢者医療制度において、向こう２年間（令和４・５年度）に要する医

療給付費等、要する費用を推計し、必要となる保険料率を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①費用等 

・医療給付費 

  ７，７９６億円 

・その他 

     ７３億円 

 計７，８６９億円 

②公費等 

  ６，９６８億円 

 

⑧均等割額 ５３,９５０円 

⑨所得割率 １０.５９％ 

均等割 ５０％ 

所得割 ５０％ 

 ③保険料必要額 

   ９０１億円 

 ⑤保険料収納必要額 

   ８６１億円 

 ⑦保険料賦課総額 
   ８６８億円 

③＝①－② 

④保険料増加抑制策 ４０億円（剰余金） 
※ この他、財政安定化基金の活用について 
京都府と検討・調整中 

⑥減免見込額 ０．６億円 
⑦保険料予定収納率 ９９.３４％ 

第３回試算ベース 

基金見込まず。R4.1.20 修正 
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  ア 保険料率の対前期比較 

 均等割額 所得割率 最高限度額 １人当たり 
保険料 

第 ８ 期 保 険 料 
（４・５年度） 53,950 円 10.59％ 66 万円 87,256 円 

※今後、増加抑制策の状況により保険料率が変更することがあります。 

 

差引 840 円 ＋0.61pt ＋2 万円 
＋3,220 円 
（103.8％） 

 

 

 均等割額 所得割率 最高限度額 １人当たり 
保険料 

第 ７ 期 保 険 料 
（２・３年度） 

53,110 円 9.98％ 64 万円 84,036 円 

                   算定時の一人当たり保険料は 85,951円 

 

   （参考）保険料率、一人当たり保険料額の推移 

 均等割額 所得割率 最高限度額 
１人当たり 
保険料(※) 

第 ６ 期 保 険 料 

（ 3 0・ 3 1 年度） 
47,890 円 9.39％ 62 万円 76,358 円 

第 ５ 期 保 険 料 

（28・29 年度） 
48,220 円 9.61％ 57 万円 74,944 円 

第 ４ 期 保 険 料 

（26・27 年度） 
47,480 円 9.17％ 57 万円 72,653 円 

第 ３ 期 保 険 料 

（ 2 4・ 2 5 年度） 
46,390 円 9.12％ 55 万円 74,286 円 

第 ２ 期 保 険 料 

（ 2 2・ 2 3 年度） 
44,410 円 8.68％ 50 万円 71,441 円 

第 １ 期 保 険 料 

（ 2 0・ 2 1 年度） 
45,110 円 8.29％ 50 万円 71,378 円 

※ 一人当たりの保険料額は、２箇年の実績額（被保険者実態調査）の平均 
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イ 保険料改定による影響 

 項 目 概  要 

増
要
素 

医療給付費の増 
前年度比１％程度の増を見込む 

※負担割合見直しの影響を考慮しない場合 

後期高齢者負担率 
後期高齢者負担率の変更 

 １１.４１％ → １１.７２％ 

保健事業に 

要する費用 

保健事業の拡大 

・介護予防との一体的実施事業費の増 

第 7期比 2億 8,300万円増 

うち公費等充当除く増 2億 1,700万円 

・その他健診事業の増  

 第 7期比   5,100万円増 

 うち公費等充当除く増 △6,800万円 

・事業全体公費除く増 1億 4,900万円  

賦課限度額 
賦課限度額の引き上げ 

 ６４万円 → ６６万円により微増 

診療報酬改定 

・診療報酬本体 ＋０．４３％ 

・薬価     －１．３５％ 

・材料価格   －０．０２％ 

薬価、材料価格は減となるが、医療給付に

占める割合から全体としては微増 

減
要
素 

窓口負担割合の 

見直し 

R4.10月からの２割負担の施行による減 

２箇年平均で 800円程度の減 

保険料増加抑制 

財源の活用 
剰余金４０億円を繰入（第７期：２８億円） 
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   （参考）保険料の軽減適用状況（令和３年７月確定賦課時点） 

 人数 構成比 

被保険者数 377,659人 － 

均等割 

軽減適用 

７割 162,621人 43.0％ 

５割 41,080人 10.9％ 

２割 43,847人 11.6％ 

合 計 247,548人 65.5％ 

被扶養者軽減適用  1,059人 0.3％ 

 

⑵ 試算の概要について 

  ア 歳出 

項 目 金 額 

医療給付費 7,796億円 

 
療養の給付、訪問看護療養費、入院時食事療養費・生

活療養費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費 
 

その他 73億円 

 葬祭費、保健事業費、審査支払手数料など  

合 計 7,869億円 

 

    被保険者数及び医療給付費等の推計 

年度 被保険者数 
 

１人当たり医療給付費 
 

医療給付費 
対前年比 対前年比 

２実績 375,893人  923,441円  3,471億円 

３見込 378,453人 0.68％ 961,959円 4.17％ 3,641億円 

４見込 393,970人 4.10％ 966,914円 0.52％ 3,809億円 

５見込 410,517人 4.20％ 971,025円 0.43％ 3,986億円 
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（参考）被保険者数、一人当たり医療給付費の推移 

年度 
 被保険者数   １人当たり  
  （年平
均） 対 20 年度  医療給付費 対 20 年度 

２０ 270,961人 － 842,933円 － 

２１ 278,598人 2.8％ 874,902円 3.8％ 

２２ 286,824人 5.9％ 901,400円 6.9％ 

２３ 295,750人 9.1％ 914,313円 8.5％ 

２４ 304,002人 12.2％ 914,493円 8.5％ 

２５ 311,093人 14.8％ 925,100円 9.7％ 

２６ 316,080人 16.7％ 933,159円 10.7％ 

２７ 324,374人 19.7％ 948,751円 12.6％ 

２８ 336,871人 24.3％ 932,026円 10.6％ 

２９ 349,361人 28.9％ 941,254円 11.7％ 

３０ 360,486人 33.0％ 941,790円 11.7％ 

３１ 371,761人 37.2％ 954,324円 13.2％ 

２ 375,893人 38.7％ 923,441円 9.6％ 

 

  イ 歳入 

項 目 金 額 

公費負担分 3,764億円 

 国（4/12）、府（1/12）、市町村（1/12）等  

高齢者支援金 3,183億円 

 高齢者支援金率（38.28％）  

その他 21億円 

 その他補助金、返納金など  

合 計 6,968億円 
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   (ア) 所得額等の推計 

年度 １人当たり所得額(※) 対前年比 

２ 515,654円  -1.27％ 

３ 502,262円   -2.60％ 

４ 502,111円   -0.03％ 

５ 501,960円   -0.03％ 

※ 総所得金額等（例えば年金収入から公的年金等控除を 

行った額等）から基礎控除を行った後の平均値となります。 

 

   (イ) 高齢者負担率の推移 

年度 高齢者負担率 高齢者支援金率 合 計 

２・３ 11.41％ 38.59％ 50.0％ 

４・５ 11.72％ 38.28％ 50.0％ 

 

   (ウ) 保険料増加抑制策の比較 

年度 剰余金 財政安定化基金 合 計 

２ 
２８億円 約８億円 約３６億円 

３ 

４ 
４０億円 未定 ４０億円 

５ 
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２ 保健事業実施計画（第２期）の中間評価・見直しについて 

⑴ 保健事業実施（データヘルス）計画（第２期） 

平成３０年度から令和５年度までの６年間を計画期間とする「保健事業実施

計画」を策定し、本計画に基づき、被保険者の皆様の健康寿命の延伸や生活の

質（ＱＯＬ）の維持向上に向けた取組を進めている。 

本計画では、２年ごと（令和２年度・４年度）に事業の成果指標の達成状況

の評価等を踏まえた計画見直しを行うこととしており、令和元年度に見直しを

実施し、令和３年度に改めて評価及び見直しを行うものである。 

 

⑵ 指標を設定した事業の取組と中間目標の達成状況 

本計画に掲げる各取組は、大きくは「健康診査に係る取組」、「保健事業と介

護予防等の一体的実施事業等に係る取組」と「その他」に分類することができ

る。 

今回の中間評価・目標の対象期間である令和２～３年度は、当該計画の中間

目標の達成に向けた取組が、新型コロナの影響から、大部分の事業において、

停滞せざるを得ない状況となった。 

ア 健康診査に係る取組 

(ア) 健康診査 

○ 令和３年度健診受診率は２２.４％の見込み。目標値未達成。 

○ 市町村が健康診査を実施するにあたり広域連合から補助を行ってい

る。市町村ごとに関係機関と調整し、予算処置を行い実施しているため、

府内一律の状況ではない。 

○ 生活習慣病の早期発見のため、健康診査及びレセプトデータの活用

が必要で健康診査の受診率向上は喫緊の課題である。 

○ 令和２年度はコロナ禍の影響により集団健診を取りやめざるを得な

かった市町村もあり受診率の減少にもつながっている。計画策定以降、

受診率が微増にとどまっている状況である。 

○ 一体的な実施事業に取組んでおり、それぞれの取組の中で医療専門

職から個別の受診勧奨など、健康診査の受診につなげることが必要で

ある。また、健康診査の受診がなく医療にかかっておられない健康状態

不明者にアプローチすることや、医療機関（かかりつけ医）との連携な

どにより健康診査の受診につなげる必要がある。 

 

(イ) 健康診査追加項目への補助 

○ 令和３年度２０市町村で実施。目標値未達成。 

○ 健診項目の充実のため尿酸検査（Ｈ28～）を補助対象としている。さ

らに、フレイル対策に資するアルブミン検査を令和３年度から補助対

象に追加し１６市町村で実施。フレイル対策や重症化予防等に資する

検査項目について、市町村負担の軽減に寄与している。 
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(ウ) 歯科健診 

○ 令和３年度は１９市町村で実施。目標値達成。 

○ 歯科健診はオーラルフレイル対策の面でも更なる実施市町村の拡大

及び受診率をあげる周知広報が必要である。歯科健診の結果を踏まえ

たオーラルフレイル対策の取組も必要である。 

 

イ 保健事業と介護予防等の一体的実施事業等に係る取組 

(ア) 健康教育（ポピュレーション） 

○ 令和３年度は２２の市町村で実施。目標値未達成。 

○ 保健事業と介護予防等の一体的な取組を進めていくことで、健康教

育の充実を図ることができている。 

○ 多くの被保険者に健康、特にフレイル予防の周知のため、引き続き未

実施の市町村に働きかけが必要である。 

 

(イ) 健康相談（ポピュレーション） 

○ 令和３年度は２４の市町村で実施。中間目標値達成。 

○ 保健事業と介護予防の一体的な取組の中で健康相談は軸となってお

り、ポピュレーションアプローチの取組の中で、更なる健康相談事業を

進めていく必要がある。 

 

(ウ) 健診結果に基づく個別の保健指導（ハイリスク） 

○ 令和３年度は１６の市町村で実施。目標値未達成。 

○ 被保険者に対し健診結果の説明や医療機関へ受診勧奨等を行ってい

る。 

○ 健診結果を活用した個別指導により、健康状態改善につなげること

が更に必要。実施する市町村数を広げることが重要である。 

 

(エ) フレイル対策・重症化予防（ハイリスク） 

○ 令和３年度は１６の市町村で実施。目標値達成。 

○ 保健事業と介護予防等の一体的な取組を進めることで、医療専門職

による保健指導及び相談に取り組むことができている。一体的実施の

取組を進めることが重要である。 

 

(オ) 重複・頻回受診者、重複投薬者への訪問指導（ハイリスク） 

○ 令和３年度、２市で試行的に実施。目標値未達成。 

○ 広域連合で試行的な取組を行っているが、市町村での実施に至って

いない。これまでの取組結果を踏まえ、重複服薬の訪問指導に各市町村

で取組ができるよう、対象地域の拡大を図る必要がある。 
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(カ) 保健事業と介護予防等の一体的実施 

○ 令和２年度は１５市町、令和３年度は１８市町と契約。目標値未達成。 

○ コロナ禍の影響により通いの場の閉鎖等で想定通りいかないところ

もあったが、現在７割弱の市町と委託して開始できており、取組状況は

全国的にも上位に位置する。 

○ 広域連合では、保健師２名の専門職を配置し、取組を進めているとこ

ろ。関係機関と連携し市町村における事業展開を後押しすることで令

和６年度に全市町村で実施できるよう支援が必要。 

○ 特に小規模市町村の医療専門職の確保が課題であり京都府等とも連

携し、各市町村の課題解消に向けた相談及び支援体制が引き続き必要。 

 

ウ その他 

(ア) 市町村との連携強化事業（健康事業） 

○ 令和３年度実施市町村は１４、目標値未達成。 

○ 健康事業に係る連携強化は、一体的実施の取組の中で進められてい

るところでもあり、高齢者の社会参加を含むフレイル対策を念頭に健

康づくり等に寄与する市町村事業に対し引き続き経費補助を行う。 

 

(イ) 市町村との連携強化事業（広報・勧奨事業） 

○ 令和３年度の実施市町村は２４、目標値未達成。 

○ 健診の受診勧奨をはじめ、被保険者に対する各種周知等のための経

費補助を引き続き行う。 

 

(ウ) ＫＤＢシステム推進・支援 

○ 令和３年度の活用市町村は２０、目標値未達成。 

○ 地域に応じた保健事業を進める上で、本システムによるデータ活用

がかかせない。一体的実施の取組に併せて、活用市町村の拡大が必要で

あり、引き続き協議する。 

 

(エ) 後発医薬品利用差額通知 

○ 令和３年度推定、後発医薬品使用率７６．２９％。目標値未達成。 

○ 全国的に見て低位であり、医療費の削減のために関係機関への働き

かけや効果的な啓発等の取組が必要。 
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【成果指標一覧】 

事 業 名 指 標 Ｒ２実績 
Ｒ３実績 

（見込） 

中間目標 

Ｒ３ 

Ｒ５成果指標 

（最終年度） 

①健康診査 受診率 20.9％ 22.4％ 26％以上 28％以上 

②健康診査追加項目 

（尿酸）への補助 
実施市町村数 25 24 

26市町村 

以上 
26市町村 

③歯科健診 実施市町村数 11 19 
17市町村 

以上 

20市町村 

以上 

④健康教育 実施市町村数 15 22 
23市町村 

以上 
26市町村 

⑤健康相談(健診結果 

活用の有無問わず) 
実施市町村数 15 24 

24市町村 

以上 
26市町村 

⑥健診結果に基づく 

個別の保健指導 

健診結果の説明 

実施市町村数 
13 16 

22市町村 

以上 
26市町村 

⑦フレイル対策・ 

重症化予防  

【重点項目】 

実施市町村数 ５ 16 
13市町村 

以上 
26市町村 

⑧重複・頻回受診者、 

重複投薬者への訪問指導 
実施市町村数 ２ ２ 

10市町村 

以上 

20市町村 

以上 

⑨保健事業と介護

予防等の一体的

実施【重点項目】 

実施市町村数 15 18 
20市町村 

以上 
26市町村 

⑩市町村との連携

強化事業(健康事業) 

【重点項目】 

実施市町村数 12 14 
23市町村 

以上 
26市町村 

⑪市町村との連携

強化事業 

（広報・勧奨事業） 

【重点項目】 

実施市町村数 24 24 
25市町村 

以上 
26市町村 

⑫ＫＤＢシステム※ 

推進・支援  

システム活用

市町村数 
20 20 

26市町村 

以上 
26市町村 

⑬後発医薬品利用

差額通知 

後発医薬品の利

用率（後発品の

ない先発医薬品

を除く・年度末） 

74.9 76.29 
77.6％ 

以上 

86.2％ 

以上 

※ 国保データベースシステムの略称で、市町村等にて医療保険・介護保険のレセプトや

健診情報を一括把握することにより、健康課題の分析や対象者の抽出、事業評価等に活

用。 
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⑶ 各事業の今後の方向性等 

実 施 事 業 今後の方向性等 

① 健康診査 

受診率の高い市町村の取組手法を府内で横展開できるよ

う検討し、周知方法や受診勧奨の取組、受診機会の充実

などを工夫しながら、市町村との連携による受診率向上

の取組を推進するとともに、市町村への補助形式からの

転換を検討する。 

② 
健康診査追加 

項目への補助 

市町村ニーズを踏まえ、フレイル対策や重症化予防等に

資する検査項目への補助について検討を進める。 

③ 歯科健診 

フレイル対策につながる取組として、市町村における 

若年層に対する歯周病疾患健診の取組状況を踏まえ、 

段階的に実施市町村の拡大を図る。更に歯科健診の結果

を踏まえたオーラルフレイル対策を進める。 

④ 健康教育 
保健事業と介護予防等の一体的な実施を進めていくこと

で、健康教育・健康相談の充実が重要となることから、

引き続き未実施市町村に働きかけを行う。 
⑤ 

健康相談 

（健診結果活用の

有無問わず） 

⑥ 
健診結果に基づく

個別の保健指導 

保健事業と介護予防等の一体的な実施に向けて、そのベ

ースとなる保健指導の充実が重要となることから、引き

続き未実施市町村に働きかけを行う。 

⑦ 

フレイル対策・ 

重症化予防 

【重点項目】 

一体的な実施の取組を進めることで、取組を定着させ、

他市町村へ横展開し、未実施市町村との協議を重ねて 

いく。 

⑧ 

重複・頻回受診

者、重複投薬者

等への訪問指導 

服薬管理に係る訪問相談について、広域連合と関係団体

とで実施方法に係る協議を行っており、広域連合での 

取組結果を踏まえ、訪問相談の対象地域の拡大を図り、

各市町村での本格実施につなげていく。 

⑨ 

保健事業と介護

予防等の一体的

実施【重点項目】 

専門職を配置し取組を強化している。京都府等とも連携

し、市町村における事業展開を後押しし、令和６年度に

全市町村で実施できるよう支援を行っていく。 

⑩ 

市町村連携強化 

事業（健康事業） 

【重点項目】 

高齢者の社会参加を含むフレイル対策を念頭に、健康 

づくり等に寄与する市町村の事業に対し、引き続き経費

補助を行うことにより連携強化を図る。 

⑪ 

市町村連携強化 

事業（広報・勧奨

事業）【重点項目】 

健診の受診勧奨をはじめ被保険者に対する各種周知等が

必要であり、引き続き経費補助を行うことにより連携強

化を図る。 
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⑫ 
ＫＤＢシステム

の推進・支援 

地域に応じた保健事業を効果的に進めるうえで、本シス

テムによるデータ分析が必要であり、国保連合会と活用

方法への研修の連携等を行うことで、全市町村でのシス

テムが活用できるよう進めていく。 

⑬ 
後発医薬品 

利用差額通知 

後発医薬品のある先発医薬品を使用している被保険者に

対して後発医薬品の使用を推奨するため、全被保険者に

後発医薬品希望カードを配布し啓発していくとともに、

関係機関への働きかけを行うなど効果的な啓発を進めて

いく。 

 

⑷ 保健事業の推進に向けて 

保健事業を推進するに当たって、一体的実施事業の取組を通じて、健康教育

や健康相談等のその他取組も包括的に取組を進めることができるため、一体

的実施の取組が進展することで、各取組実績も向上していくところである。 

一体的実施の取組については、令和６年度に全ての市町村において展開でき

るよう目指して進めている。 

【一体的実施における事業内容】 

国保からの連続した取組 

１ 高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ） 

⑴ 低栄養防止・重症化予防の取組 

ア 栄養・口腔・服薬に関わる相談・指導 

イ 生活習慣病等の重症化予防に関わる相談・指導 

⑵ 重複・頻回受診者、重複投薬者等への相談・指導の取組 

⑶ 健康状態が不明な高齢者の状態把握、必要なサービスへの接続 

介護予防や健康増進と連携した取組 

２ 通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ） 

⑴ 通いの場等におけるフレイル予防の普及啓発活動、健康教育・健康相

談 

⑵ 通いの場等における後期高齢者の質問票等を活用したフレイル状態の

高齢者の把握、低栄養や筋力低下等の状態に応じた保健指導や生活機能

向上に向けた支援等 

⑶ 通いの場等における取組において把握された高齢者の状況に応じた、

健診や医療の受診勧奨や介護サービスの利用勧奨等 

※ 上記１の⑴～⑶のいずれか 1つ以上、２の⑴～⑶の全てを実施する必要がある。 
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【一体的実施に係る人員配置・財政措置】 

 企画・調整等担当 地域担当 

業務内容 

○ＫＤＢシステムを活用した

データ分析、健康課題の 

明確化、対象者の抽出 

○庁内の関係部局、医療関係

団体等との情報共有、連携 

○市町村基本方針、事業計画

の策定・進捗管理 

○高齢者に対する個別的支援 

（ハイリスクアプローチ） 

○通いの場等への積極的な 

関与等（ポピュレーションアプローチ） 

 

＊上表参照 

職  種 
医療専門職 

（基本的に保健師） 

医療専門職 

（保健師、管理栄養士、歯科衛生士等）  

雇用形態 正規職員 常勤、非常勤等を問わない 

配置基準 市町村毎に配置（1名を念頭） 日常生活圏域毎に事業量に応じて配置 

財政措置 
委託料として人件費を措置 

（1市町村当たり上限 580万円） 

委託料として人件費・物件費を

措置（1 圏域当たり上限 400 万円） 

 

⑸ 中間見直しについて 

本計画の取組期間の最終段階であり、引き続き、保健事業と介護予防の一体

的な実施を進めていく。そのため、現時点で大幅な見直しは実施せず、次期、

保健事業実施計画の検討に当たり必要な項目を取り込む。 

 

⑹ 次期保険料及び予算への反映 

〇 市町村へのヒアリング状況を基に、第８期保険料に算入する一体的実施

の所要見込額を積算（財源は国負担 2／3、広域連合負担 1／3）。 

〇 広域連合負担分については、これまで保険者インセンティブ（国特別調

整交付金）を充てるため一般会計から特別会計に繰り入れていたが、一体

的実施事業の推進に伴い、実施市町村数が増加する見込みのため、一体的

実施事業の地域担当分を保険料で賄っていくこととする。 

保険者インセンティブは変動要素が大きく、かつ交付額が事前に見込め

ないことから、前々年度分を充てることとする。 

 

⑺ 中間見直しに係る今後のスケジュール 

〇 医療協議会（1／18）に続き、市町村担当課長会議(1／28)で各市町村から

計画案に係る意見聴取を行うとともに、本広域連合議会議員への説明会（2

／2）で説明したうえで、最終案をとりまとめる。 

〇 今年度内に改定を行い、本広域連合ホームページで公表する。 

 


